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第 1 章 計画の基本的事項 

１－１ 計画策定の趣旨 

 

都道府県は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」という。）第５

条の５の規定により、廃棄物の減量その他適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るための基本的な方針（以下、「国の基本方針」という。）に即した廃棄物の減量や処理

等に関する計画を策定することとされています。 

 

本県では、廃棄物処理法に基づき、昭和 48年から３次にわたり「三重県産業廃棄物処理計

画」を策定し、産業廃棄物の適正処理のための施策を推進してきました。その後、平成 12年

の廃棄物処理法改正を受け、産業廃棄物に加え一般廃棄物を含めた総合的な「三重県廃棄物処

理計画」を平成 16 年 3月と平成 23年 3月に策定し、廃棄物の減量や適正処理の施策を推進し

ています。 

 

現在の「三重県廃棄物処理計画」は、平成 23～27年度の５年間を計画期間としており、平

成 28年度以降については、県内における廃棄物の排出等の実態、国の基本方針や平成 25年 5

月の第三次循環型社会形成推進基本計画など国の動向を踏まえた次期計画を策定し、廃棄物の

減量化や適正処理について推進する必要があります。 

 

そのため、今回の廃棄物処理計画の策定にあたっては循環型社会の形成に向け、本県におけ

る廃棄物の現状や課題を踏まえ、低炭素社会や自然共生社会づくりに向けた取組とも連携しつ

つ、さらに発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle）の３Ｒと適正処理を

推進していくための計画を、新たに策定するものです。 
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１－３ 計画の期間 

 

本計画は、循環型社会の実現や低炭素社会や自然共生社会づくりという中長期的な課題へ

の対応が求められることから、概ね 10 年先を見据えつつ、今後の社会環境の変化にも柔軟

に対応していくため、５年間（平成 28 年度～平成 32 年度）を計画期間とします。 

 

また、計画期間の最終年度となる平成 32 年度に達成すべき数値目標等を設定します。 

 

なお、廃棄物政策上の大きな社会状況の変化があった場合や、県総合計画や県環境基本計

画等の関連計画が改訂される場合にあっては、その改訂内容を踏まえつつ、本計画内容につ

いて改訂等の対応を行っていきます。 

 

表 1-3-1 計画期間と目標年度 

年   度 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 

計  画  期  間           

数値目標等の目標年度     ●      
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③災害廃棄物の発生状況 

○ 平成 23 年度は、紀伊半島大水害により東紀州において 17,615t の災害廃棄物が発生し

ました。 

 

 
図 2-1-4 災害廃棄物の発生量の推移 
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③最終処分の状況 

○ ごみの最終処分量は、平成 25 年度は約 50 千ｔであり、着実に減少し平成 10 年度と

比べると約 19％となっています。 

この要因については、ごみ処理施設による焼却灰の資源化、容器包装リサイクル

法によるプラスチック等の埋立ごみの減少によるものと考えられます。 

○ なお、最終処分量 47 千ｔのうち、直接埋立量が 27 千ｔ（57％）、焼却残さの埋立量

が 12 千ｔ（16％）、その他の施設の処理残さの埋立量が 17 千ｔ（25％）となっていま

す。 

 

図 2-1-7 ごみの最終処分量の推移 
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 (3) 処理施設の状況 

表 2-1-1 処理施設の状況 

施設の種類 施設数 処理能力 

焼却施設 21 2,099 t/日 

ＲＤＦ化施設 7 485 t/日 

粗大ごみ処理施設 13 508 t/日 

資源化施設 59 957 t/日 

最終処分場 37 17,032,888m3 

(注１)市町及び一部事務組合等の施設であり、民間施設は除きます。 

(注 2)平成 25年度末において新設（建設中）、休止、廃止の施設を除きます。 

 

○ 市町及び一部事務組合等によるごみ処理施設の整備状況は、平成 26 年 3 月 31 日現在

で焼却施設 21 施設、ＲＤＦ化施設７施設、粗大ごみ処理施設 13 施設、資源化等を行

う施設 59 施設及び最終処分場 37 施設となっています。 

○ 最終処分場については、平成 25 年 3 月 31 日現在の残余容量は 3,562,178m3 であり、

平成 25 年度の最終処分量から推計すると残余年数は約 38年となっています。 

 

(4) ごみゼロ社会の実現に係る目標達成状況 

表 2-1-2 目標の達成状況（ごみゼロ社会の実現） 

ごみゼロ社会の実現 
基準年度 

平成 20年度 

平成 25 年度 

実績 

目 標 

平成 27年度 

１人１日あたりのごみ排出量 1,043g/人･日 986g/人･日 930 g/人･日 

資源化率 31.0% 30.4% 36.5% 

最終処分量 69,664t 50,042t 55,000t 

【補助指標】 

資源としての再利用率 
14.4％ 15.5％ 22.0％ 

【補助指標】 

ごみ減量に取り組んでいる団体数 
59 団体 35 団体 100 団体 

【補助指標】 

ごみ処理カルテ導入市町村数 
4 団体 4団体 29 団体 

 

○ 数値目標のうち、「１人１日当たり排出量」は、平成 20 年度以降も削減は図られたもの

の、目標達成は困難な状況です。 

○ 「資源化率」は、全国で最も高くなっているものの、平成 20 年度以降は向上が見られ

ず、目標達成が困難な状況です。 

○ 「最終処分量」は、平成 20 年度と比べ約３割減少しており、平成 25 年度の実績値で

目標を達成しています。 

○ 補助指標「資源としての再利用率」は、ほぼ横ばいで推移しており、目標達成が困難

な状況です。 
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○ 補助指標「ごみ減量に取り組んでいる団体数」は、減少傾向を示しており、目標達成

が困難な状況です。 

○ 補助指標「ごみ処理カルテ購入市町村数」は、４団体のまま一定となっており、目標

達成が困難な状況です。 
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②平成 25 年度の処理の概要 

平成 25 年度に発生した一般廃棄物（し尿等）の排出及び処理状況は次のとおりです。 

 

 
 

図 2-1-11 し尿等処理の状況（平成 25 年度） 

 

(2) 処理施設の状況 

○ 県内市町及び一部事務組合等によるし尿処理施設は、平成 26 年 3 月 31 日現在で 26 

施設となっています。 

○ し尿処理施設の総処理能力は、3,218 kℓ / 日となっています。 
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2-1-3 産業廃棄物 

(1) 排出及び処理の状況 

表 2-1-3 排出量等の推移             （単位：千 t） 

 

 

 

 

 

 

（注）平成 16年度より前は農業及び鉱業の排出量等が把握できていないため、長期的

な推移については、農業及び鉱業を除いた数値による必要があります。 

 

○ 県内の産業廃棄物の排出量は、平成 25 年度は 8,505 千 t であり平成 20 年度よりも減少

していますが、長期的には景気の影響を受け増減し明確な減少傾向が見られません。 

○ 再生利用率は、平成 25 年度は 43%であり平成 20 年度よりも増加しましたが近年は横ば

いが続いています。長期的には大幅な増加が見られます。 

○ 最終処分量は、平成 25 年度は 323 千 t であり平成 20 年度よりも減少しており、長期的

にも着実に削減が図られてきています。 

 

 
図 2-1-12 排出量等の推移（農業、鉱業を除く） 

  （注）平成 16年度以降、汚泥の発生段階を脱水前時点として統一したため、排出量が増加

しています。

年度 排出量 再生利用量(率) 最終処分量 

平成 16年度 7,303 3,137(43.0%) 281 

平成 20年度 9,577 3,888(40.6%) 420 

平成 25年度 8,505 3,655(43.0%) 323 
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(3) 産業廃棄物処理施設の設置状況 

○ 平成 25 年度末現在で、稼働中の中間処理施設は 548 施設あり、種類別では、汚泥

の脱水施設が全体の 29％を占め、その他は木くず・がれき類等の破砕施設、廃プラ

スチック類の破砕施設などが多く設置されています。 

○ 最終処分場は、安定型最終処分場 14 施設と、管理型最終処分場 11 施設の合計 25 

施設が設置されています。平成 25 年度末現在の残余容量は 214.4 万㎥（安定

型 :28.7 万㎥、管理型 :185.7 万㎥）となっています。 

 

表 2-1-4 種類別設置状況（平成 25 年度末） 

 種  類 設置数 能力 

中間処理 

施設 

汚泥の脱水施設 159(29%) 21,955ｍ3/日 

汚泥の乾燥施設  12(2%) 2,388ｍ3/日 

廃油の油水分離施設   5(1%) 154ｍ3/日 

廃酸・廃アルカリの中和施設   2(0%) 384ｍ3/日 

破砕施設 

廃プラスチック類の破砕施設  69(13%) 4,880ｔ/日 

木くず・がれき類の破砕施設 215(39%) 83,877ｔ/日 

小  計 284(52%) 88,757t/日 

アスベスト等溶融施設   1(0%) 4.8ｔ日 

焼却施設 

汚泥の焼却施設  19(3%) 2,230ｍ3/日 

廃油の焼却施設  18(3%) 726ｍ3/日 

廃プラスチック類の焼却施設  22(4%) 848ｔ/日 

その他産廃の焼却施設  26(5%) 3,474ｔ/日 

小  計  85(16%) ─ 

計 548 ─ 

最終 

処分場 

安定型最終処分場  14(56%) 2,931,889ｍ3  

管理型最終処分場  11(44%) 6,571,452ｍ3 

計  25 9,503,341ｍ3 

（注 1）中間処理施設については稼動中の施設数、最終処分場については埋立可能な施設数。 

（注 2）設置数は、複数の機能を持つ施設について、それぞれの項目で計上した延べ数。 
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図 2-1-24 最終処分場の残余容量の推移 

(4) 産業廃棄物の３Ｒの推進に係る目標達成状況 

表 2-1-5 目標の達成状況（産業廃棄物の３Ｒの推進） 

産業廃棄物の

３Ｒの推進 

基準年度 

平成 20年度 

平成 22 年度実績 

（簡易調査） 
平成 25 年度実績 

目 標 

平成 27 年度 

排出量 9,577千ｔ 11,044 千 t 8,505 千ｔ 10,551 千ｔ 

再生利用率 40.6％ 35.0% 43.0％ 43.7％ 

最終処分量 
273千ｔ 

(420千ｔ) 

297 千 t 

(312 千 t) 

259千ｔ 

(323 千ｔ) 
236 千ｔ 

【補助指標】 

適正管理計画

の策定率 

89.0％ 99.8％ 91.0％ 96.6％ 

【補助指標】 

最終処分率 
4.4％ 2.1％ 3.8％ 2.0％ 

(注 1)県の総合計画「みえ県民力ビジョン」（平成 24 年 4 月）の策定にあたり、平成 22

年度の産業廃棄物排出量の調査結果を踏まえ、三重県廃棄物処理計画の目標値（排

出量、最終処分量）を変更しています。 

(注 2)最終処分量の目標設定には、北勢地域事業者のフェロシルトの最終処分量を想定し

ていないため、達成状況についてもフェロロシルト最終処分量を除いた量で行って

います。なお、最終処分量の括弧内の数値は、フェロシルトを含んだ最終処分量で

す。 

○ 数値目標のうち、産業廃棄物の「排出量」は、平成 25 年度は平成 20 年度に比

べて削減が図られ、目標達成の見込みとなっています。 

○ 「再生利用率」については、目標達成に向けて進捗しています。 

○ 「最終処分量」は、平成 25 年度は平成 20 年度に比べて、5％ほどの減少となっ

ており、目標達成に向け、削減が進んでいます。 

○ 以上のことから、平成 27 年度の目標達成に向けて、引き続き産業廃棄物の発生

抑制や再生利用に係る取組を推進していく必要があります。 

○ 補助指標「適正管理計画の策定率」は、概ね 90％で推移しています。 

○ 補助指標「最終処分率」は、概ね 4％程度で推移しています。 
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(5) 産業廃棄物の適正処理の確保に係る目標達成状況 

表 2-1-6 目標の達成状況（産業廃棄物の適正処理の確保） 

産業廃棄物の適正処理の確保 
基準年度 

平成 20年度 

平成 25年度 

実績 

目 標 

平成 27年度 

電子マニフェストの普及率 25.0% 34.1% 40.0% 

【補助指標】 

優良処理業者の認定件数 
50件 216件 150件 

【補助指標】 

管理型最終処分場の残余年数 
4.0 年 11.8年 9.4年 

【補助指標】 

高濃度 PCB廃棄物の適正処分率 
5.3％ 37.0％ 100.0％ 

【補助指標】 

公共関与による産業廃棄物管理型

処分場の整備 

－ 整備完了 整備完了 

 

○ 数値目標「電子マニフェストの普及率」は、目標達成に向けて進捗しており、産業廃

棄物の適正処理の推進が図られています。 

○ 補助指標「優良処理業者の認定件数」は、平成 25 年度時点で目標件数 150 件を上回

っています。 

○ 補助指標「管理型最終処分場の残余年数」は、平成 25 年度時点で目標年数 9.4 年を

上回っています。 

○ 補助指標「高濃度 PCB 廃棄物の適正処分率」は、目標 100.0％に対して平成 25 年度

時点で 37.0％となっています。なお、PCB 廃棄物特別措置法施行令の改正により、

PCB廃棄物の処理期限が平成 28年度末から平成 38年度末に延長されました。 

 

(6) 産業廃棄物処理の監視指導と不適正処理事案の是正に係る目標達成状況 

表 2-1-7 目標の達成状況（産業廃棄物処理に関する監視強化と不適正処理に対する是正の推進） 

産業廃棄物処理に関する監視強化と不

適正処理に対する是正の推進 

基準年度 

平成 20年度 

平成 25年度 

実績 

目 標 

平成 27年度 

産業廃棄物の不法投棄発生件数 

23件 

（10t 以上 

5件） 

14件 

（10t以上 

3件） 

20件 

（10t 以上 

0件） 

不法投棄における行為者特定事案の是

正率 
90.3% 100% 100% 

【補助指標】 

監視・指導件数 
3,656 件 3,576 件 3,600 件 

【補助指標】 

不法投棄の防止に繋がる協定締結や活

動支援等の検討 

12件 15件 18件 

【補助指標】 

特定の不適正処理事案に対する是正率 
40％ 80％ 100％ 
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○ 数値目標「産業廃棄物の不法投棄発生件数」については、着実に減少し、目標の件数

を達成できる見込みですが、10t以上の事案については撲滅に至っていません。 

○ 数値目標「不法投棄における行為者特定事案の是正率」については、全て是正措置が

講じられ、目標を達成できる見込みです。 

○ 補助指標「監視・指導件数」については概ね目標を達成できる見込みです。 

○ 補助指標「不法投棄の防止に繋がる協定締結や活動支援等の検討」については、着実

に件数が増え、目標を達成できる見込みです。 

○ 補助指標「特定の不適正処理事案に対する是正率」については、生活環境保全上の支

障があると判断された５件のうち、４件（桑名市五反田事案、四日市市大矢知・平津

事案、四日市市内山事案、鈴鹿市稲生事案）について恒久対策是正措置に着手し 80%

となりました。残る１件（津市芸濃事案）については、現在のところ行政代執行の必

要のない状態にあり、モニタリング調査を継続しています。 
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図 2-2-3 三重県の従業員数の推移 

 

○ 平成 24年度の観光入込客数は、37,868千人となっており、増加傾向にあります。 

 

図 2-2-4 三重県の観光入込客数の推移 
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○ 本県では、新エネルギービジョン（平成 24 年 3 月策定）に基づき新エネルギーの積

極的な導入を促進しており、バイオマス発電（バイオマス由来の廃棄物発電を含む）

は 48,090 kW(原油換算 60,113 kl)、バイオマス熱利用は原油換算 52,654 kl が導入

されています。 

 

表 2-2-1 三重県内の新エネルギー導入実績（平成 25年度末時点） 

 

 

 

新エネルギーの種類 

新ｴﾈﾙｷﾞｰﾋﾞ 

ｼﾞｮﾝ策定時 

---------- 

平成 22

（2010） 

年度末 

導入実績 

    

---------- 

平成 24

（2012） 

年度末  

導入実績 

（Ｂ） 

---------- 

平成 25

（2013） 

年度末 

新ｴﾈﾙｷﾞｰﾋﾞ

ｼﾞ 

ｮﾝ目標値

（Ａ） 

---------- 

 平成 32

（2020） 

年度末 

進捗率  

（Ｂ／Ａ） 

---------- 

平成 25

（2013） 

年度末 

バイオマス発電（バ

イオマス由来の廃棄

物発電を含む）  

 

 45,310 kW 

(56,638 kl) 

 

45,310 kW 

(56,638 kl) 

 

48,090 kW 

(60,113 kl) 

 

76,000 kW 

(95,000 kl) 

 

63.3% 

 

バイオマス熱利用 

 

32,065 kl 

 

43,526 kl   

 

52,654 kl   

 

65,000 kl  

 

81.0% 

 

 

○ 三重県廃棄物処理計画の策定（平成 23 年 3 月）以降、国では、第三次循環型社会形

成推進基本計画が策定され（平成 25 年 5 月）、廃棄物などの発生抑制と循環利用等を

通じた埋立量の削減に加え、天然資源の投入量の一層の抑制とそれに伴う環境負荷の

低減、有用金属のリサイクルによる資源確保、循環資源・バイオマス資源のエネルギ

ー利用、安全・安心の確保など循環の質にも着目した取組を進めることとしています。 

 

○ 本県では、三重県環境基本計画を策定し（平成 24 年 4 月）、かけがえのない地球環境

の中で、自然と共生し、環境への負荷の少ない持続可能な社会の構築を目指し、その

中で、循環型社会づくりに向けた施策を推進しています。また、こうした持続可能な

社会づくりを、県民と力を合わせて取り組み、成果を生み出すことで、新しいものを

創造していく「協創」という考え方により進めることとしています。 
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２－３ 本県が取り組むべき循環型社会への課題 

2-3-1 一般廃棄物に係る課題 

(1) 目標の達成状況（再掲） 

表 2-3-1 目標の達成状況（ごみゼロ社会の実現）（再掲） 

ごみゼロ社会の実現 
基準年度 

平成 20年度 

平成 25 年度 

実績 

目 標 

平成 27年度 

１人１日あたりのごみ排出量 1,043g/人･日 986g/人･日 930 g/人･日 

資源化率 31.0% 30.4% 36.5% 

最終処分量 69,664t 50,042t 55,000t 

 

 

(2) 一般廃棄物に係る課題 

○ 長期的に見ると、最終処分量、排出量は着実に削減され、資源としての再生利用率につ

いても全国と比べて高い水準を維持している状況にあり、３Ｒの取組に進展があったと

考えられますが、「ごみゼロ社会」の実現をめざし、今後も県民、NPO、事業者、行政が

ともに取り組んでいく必要があります。 

○ 市町が回収し資源化する率に近年は向上が見られませんが、これは民間の資源回収が増

えていることが要因の一つと考えられます。今後も民間の資源回収にも役割が期待され

るなか、市町においては、再生利用を量だけでなく、再生利用の質に着目した取組が望

まれます。 

○ 今後、本県のＲＤＦ焼却・発電事業の終了に向け、ごみをエネルギー源として利用して

いくため、市町の焼却施設で熱回収、発電を行う体制を出来る限り整備していくことが

望まれます。 

○ 人口減少、観光や産業の振興などの社会情勢に対応できるよう、市町においては公正で

効率的なごみ処理システムを構築していくことが課題となります。 

○ 一般廃棄物は地域内で処理され循環利用されることが基本となりますが、地域内に処理

施設、処理技術、担い手などが不足し、適正処理と循環が阻害されることのないよう体

制の整備、研究開発、ネットワークづくりなどが必要です。 

○ 南海トラフ地震等の大規模災害であっても、各主体が連携して適正かつ円滑にがれき等

の災害廃棄物処理が行われるための体制を整備することが求められています。 
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2-3-2 産業廃棄物に係る課題 

(1) 目標の達成状況（再掲） 

表 2-3-2 目標の達成状況（再掲） 

産業廃棄物の

３Ｒの推進 

基準年度 

平成 20年度 

平成 22 年度実績 

（簡易調査） 

平成 25 年度実績 

（簡易調査） 

目 標 

平成 27 年度 

排出量 9,577千ｔ 11,044 千 t 8,505 千ｔ 10,551 千ｔ 

再生利用率 40.6％ 35.0% 43.0％ 43.7％ 

最終処分量 
273千ｔ 

(420千ｔ) 

297 千 t 

(312 千 t) 

259千ｔ 

(323 千ｔ) 
236 千ｔ 

 

産業廃棄物の適正処理の確保 
基準年度 

平成 20年度 

平成 25年度 

実績 

目 標 

平成 27年度 

電子マニフェストの普及率 25.0% 34.1% 40.0% 

 

産業廃棄物処理に関する監視強化と不

適正処理に対する是正の推進 

基準年度 

平成 20年度 

平成 25年度 

実績 

目 標 

平成 27年度 

産業廃棄物の不法投棄発生件数 

23件 

（10t 以上 

5件） 

14件 

（10t以上 

3件） 

20件 

（10t 以上 

0件） 

不法投棄における行為者特定事案の是

正率 
90.3% 100% 100% 

 

(2) 産業廃棄物に係る課題 

○ 産業廃棄物を排出する事業者が、自らの責任において、廃棄物の３Ｒに取り組んで行く

必要があります。これまでの取組により、再生利用率は向上し、最終処分量は着実に削

減されました。一方、排出量については、景気の動向に影響を受け、明確な削減傾向は

見られない状況です。今後、排出事業者においては、排出量の削減等に向け、排出事業

者の自主的な取り組みが求められます。 

○ 産業廃棄物は、３Ｒと適正処理を基本とし処理が進められていますが、効率性の高い循

環を目指すため、循環利用が適当なものは出来る限り地域内で循環することが望まれま

す。 

○ 産業廃棄物の処理については、排出事業者の処理責任のもと産業廃棄物処理の透明性を

向上させるとともに、産業廃棄物処理業者においても、事業や施設の状況を公表するな

ど、引き続き県民が安全性を把握することができる取組が必要です。 

○ 県内で長期に保管されている PCB廃棄物について、処理を進めていくことが必要です。 

○ 産業廃棄物の不法投棄や不適正処分については、減少傾向にあるものの撲滅するには至

っていませんが、規模が大きくなり、県民に不安や生活環境への影響を与えることが無

いよう、早期に発見し、早期に対応していくことが必要です。 
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○ 過去に不法投棄等により生活環境保全上の支障等があり、原因者による措置が困難な４

事案については、行政代執行による是正措置を実施し、早期に支障等の除去を行ってい

くことが必要です。 
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第３章 基本理念と取組方向 

３－１ 基本理念 

 

大量生産、大量消費型の社会経済活動により、健全な物質循環が阻害され、自然破壊、地球

温暖化、天然資源の枯渇など地球規模の環境問題が懸念されています。また、大量の廃棄物の

発生に対しては、３Ｒや適正処理の取組を進め、これまでの取組の成果が実感できるようにな

ってきましたが、持続可能な循環型社会の構築に向け、一層の取組が必要となっています。 

これまで、循環を量的な側面から捉え取組を進めてきましたが、さらに循環を質の面からも

捉え、環境保全と安全・安心を確保したうえで、廃棄物を貴重な資源やエネルギー源として一

層有効活用する取組を進めることで、天然資源の使用を抑制し、環境への負荷が可能な限り低

減される安全で安心な循環型社会づくりを推進するため、廃棄物からのエネルギーや希少金属

の回収などの取組を進めるとともに、大規模災害時に円滑に廃棄物を処理できる体制を平素か

ら整備しておきます。 

また、県民、NPO、事業者、行政の各主体の参画のもと「ごみゼロ社会」の実現に向けた計画

策定やごみの減量・有効利用の活動を進めてきており、こうした「協創」の考え方による地域

循環の環を増やし、大きく育てていくことで、社会全体に循環の環として広げていくことが必

要です。 

こうした考え方により、廃棄物の減量、再生利用や熱回収、地域循環の環により、温室効果

ガスの排出抑制や省資源・省エネルギー化を進め低炭素社会及び自然共生社会の形成に繋げて

いくとともに、廃棄物を貴重な資源やエネルギー源として一層有効活用し資源生産性を高め、

循環型社会の定着が実感できる社会を目指します。  
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３－２ めざすべき姿 

「基本理念」を踏まえた本計画の 10年後のめざすべき姿 

採取した枯渇性資源は、製品の寿命の長期化や再使用、再生利用により、有用な「社会スト

ック」として経済社会で可能な限り長く有効活用されるとともに、バイオマスなど再生可能資

源はその再生速度の範囲内で活用され、自然界における循環と経済社会の循環の調和が保たれ

ています。 

 

●家庭においては、 

ものを大切にする気持ちや環境を考えながら行動しています。 

○ 食料品や日用品は、必要なだけ買い、買物の際には、買物袋などを持参し不要な容器や包装

はもらわないようにし、使い捨て商品はなるべく買わず、詰め替え製品を購入するなど環境

に配慮した消費行動をとっています。買ったものは最後まで使い切ることを心がけ、なるべ

くごみにならないようにし、生ごみは水切りするなど、出来る限りごみとして出す量が減ら

されています。 

○ 衣類、家電製品、家具などは、長く使える気に入ったものだけを厳選して買い、最小限のも

のを長く使い、質の高い暮らしを送る価値観が浸透しています。 

○ すぐに買い替えが必要となる物などについては、リサイクルショップやレンタル・リースサ

ービスなどを積極的に利用しています。 

○ いらなくなった物は、フリーマーケット、リサイクルショップ、適切に運用されるインター

ネットオークションなどで再利用され、空き缶や空きびん、古紙など資源として有効利用で

きる物は、必ず資源回収や販売店の店頭回収など適正に資源化されるルートに出しています。 

○ 地域の人たちが資源の有効利用について話し合い、地域ごとの循環の取組がなされています。

地域で循環が難しいものは広いネット－ワークを通じて循環が実現できています。 

 

●事業者においては、 

長く使える環境に優しい良質な製品やサービスを提供し、排出する廃棄物については       

貴重な資源として最大限有効利用する意識と行動が浸透し、環境負荷が少なく安全・安心

が確保された質の高い循環が行われています。 

○ 製品の製造から販売を行うそれぞれの事業者が、その製品がごみになる時のことまで考え、

再使用や再生利用が容易となるように、あるいは、長く使え簡単に修理や点検ができるよう

に、環境に優しい良質な製品を提供しています。 

○ 製品のリースやレンタル、修理や維持管理などのサービスが、様々なものについて受けられ

るようになっています。 
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○ 廃棄物は、できる限り発生を抑制するとともに、貴重な資源として最大限有効利用する意識

と行動が浸透しています。再使用や再生利用は、性状や用途に応じて最も環境負荷が少ない

形で実施され、どうしても処理が必要なものは、透明性の高い適性な処理が行われています。 

○ 地域内で循環利用が可能な廃棄物については、出来る限り地域内で処理が行われ再生利用さ

れています。バイオマスなど再生可能資源については適正処理とあわせてエネルギーが回収

されるなど、化石燃料の使用の削減が図られています。 

○ 地域の資源循環の課題を考え、それぞれの事業の特性を活かした取組により課題解決に貢献

し、またそれが新しいビジネスにつながっています。 

 

●廃棄物処理の現場においては、 

県内のすべての地域で、環境負荷が低減され安全・安心が確保された質の高い循環を行う

た めの体制が整備されています。 

○ 廃棄物に対して貴重な資源という意識が浸透し、分別、収集が徹底され、再使用、再生利用

できるものは最大限有効利用され、再資源化にあたっては、環境負荷と安全・安心が確保さ

れ、品質が確保されています。 

○ 再生利用を進めるための処理施設や、廃棄物からエネルギーを回収する施設、安全性や環境

負荷低減の観点から埋立以外に適正な処分方法がないものや災害等によるごみを埋め立てる

ための必要最小限の最終処分場などの施設が整備されています。 

○ 透明性の確保と法令を守る意識が高く、県民は安心を感じています。 

 

●大規模災害に備えて、 

東日本大震災や紀伊半島大水害等の経験や教訓を生かし、南海トラフ地震等の大規模災害

に備えて災害廃棄物処理が行われるための体制が整備されています。 

○ 災害廃棄物処理計画を策定し、大規模災害に備えた処理体制が整備されるとともに、平素か

ら訓練や研修会などにより備えられています。 

○ 災害廃棄物は可能な限りリサイクルされ、災害からの復興事業等で再生資材として有効活用

される準備ができています。 

○ 市町のごみ処理施設は、災害時でも稼働できるよう耐震化などの整備がおこなわれ、発電設

備により地域に電力を供給できるなど、防災拠点としての機能を有しています。 
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３－３ 循環型社会形成のための施策の取組方向 

 

[施策の取組方向]        [主な施策(案)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-1 施策の体系 

 

 

 

 

産業廃棄物の不法投棄等の早期発見と是正 

不適正処理事案に対する是正措置 

災害廃棄物等の処理体制の整備 

産業廃棄物の適正処理と透明性の確保 

有害物質を含む産業廃棄物の処理の推進 

Ⅲ．廃棄物処理の安全・安心の確保 

発生・排出抑制の推進 

循環的利用(リサイクル)の推進 

Ⅰ．ごみゼロ社会の実現 

熱回収の推進 

適正かつ効率的なごみ処理システムの構築 

産業廃棄物の 3Rに向けた自主的取組の促進 

産業廃棄物の 3Rに向けた経済的手法の活用 

産業廃棄物の 3Rに向けた研究開発の促進 

Ⅱ．産業廃棄物の 3Rの推進 
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第４章 計画の目標と施策 

３つの取組方向ごとに数値目標を設けるとともに、各施策の進捗を管理するための補助目標

を設定し取組を推進します。 

４－１ ごみゼロ社会の実現 

「ごみを出さない生活様式」や「ごみが出にくい事業活動」が定着し、ごみの発生・排出が極

力抑制され、排出された不要物が最大限資源として有効利用される「ごみゼロ社会」の実現を

目指します。 

表 4-1-1 主な施策（案） 

主な施策 概 要 

発生・排出抑制の推進 

ごみの出にくいライフスタイルや消費行動の定着な

どにより、家庭系と事業系ごみの減量化を進めま

す。 

循環的利用（リサイクル）の推進 
容器包装などのリサイクルに加え、希少金属回収、

地域内の循環など質に着目した循環を推進します。 

熱回収の推進 市町の焼却施設における熱回収を促進します。 

適正かつ効率的なごみ処理システムの

構築 

人口減少等を見据え、廃棄物会計やごみ処理カルテ

などを活用し、適正で効率的なごみ処理システムの

構築を進めます。 

 

４－２ 産業廃棄物の３Ｒの推進 

 産業廃棄物が、貴重な資源やエネルギー源として一層有効活用され、天然資源の使用を抑制

された循環と経済社会の調和が保たれることを目指します。 

表 4-2-1 主な施策（案） 

主な施策 概 要 

産業廃棄物の３Ｒに向けた自主的な取

組の推進 

事業者の処理計画策定の指導や普及啓発などによ

り、事業者の産業廃棄物の３Ｒの取組を推進しま

す。 

産業廃棄物の３Ｒに向けた経済的手法

の活用 

産業廃棄物税制度により３Ｒを進めるとともに、補

助金など支援制度の活用により事業者の取組を推進

します。 

産業廃棄物の３Ｒに向けた研究開発の

推進 

産業廃棄物の３Ｒの推進に向け、事業者の研究開発

を推進し、優れた技術の導入を図ります。 
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４－３ 廃棄物処理の安全・安心の確保 

 廃棄物が高い透明性のもと適正に処理され、不法投棄等の不適正な処理への対応や災害廃棄

物の処理体制の整備が進み、環境保全と安全・安心を確保したうえで廃棄物が有効活用される

ことを目指します。 

表 4-3-1 主な施策（案） 

主な施策 概 要 

産業廃棄物の適正処理と透明性の確保 

電子マニフェストの普及、優良認定処理業者の育

成、情報開示などにより産業廃棄物の適正処理と透

明性を確保します。 

有害物質を含む産業廃棄物の処理の推

進 

長期に保管されている PCB 廃棄物について、処理を

進めます。 

産業廃棄物の不法投棄等の早期発見と

是正 

不法投棄等の早期発見と是正、未然防止に取り組み

ます。 

不適正処理事案に対する是正措置 

不法投棄等により生活環境保全上の支障等があり、

原因者による措置が困難な４事案については、行政

代執行による是正措置を実施し、早期に支障等の除

去を行っていきます。 

災害廃棄物等の処理体制の整備 
大規模災害に備え、災害廃棄物処理が行われるため

の体制を整備します。 
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第５章 各主体の役割と進捗管理 

５－１ 各主体の役割 

この計画の実効性を高めるためには、県民、NPO、事業者、行政の各主体の役割を明確にし、

各主体がそれぞれの役割を十分認識しながら協働し、循環型社会の構築に向けて取り組みを展

開することが必要です。 

 

 

５－２ 計画推進の進捗管理 

この計画を着実に進めるためには、定期的に、廃棄物の排出や処理状況など計画の進捗状況を把

握し、取組について評価し、見直しを行っていくことが必要です。 

このため、毎年度、県民、NPO、事業者、行政など様々な主体と計画進捗状況を共有し、取組を点

検・評価し公表を行う体制を整備し、計画の実効性を担保していきます。


